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表紙*電子提供措置用*

第45期
定 時 株 主 総 会
招 集 ご 通 知

　

開催日時
　 2025年６月27日 (金) 午後１ 時

　

開催場所
　

東京都立川市錦町三丁目3番20号

たましんRISURUホール
（立川市市民会館）
小ホール
決議事項

　
第１号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）

6名選任の件
第２号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
第３号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
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株主各位

証券コード：7859
2025年6月3日

株 主 各 位
本店所在地：東京都国立市東一丁目4番地12

代表取締役社長 髙 橋 　 靖

第45期定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。
　さて、当社第45期定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご通知申しあげ
ます。

　本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）につ
いて電子提供措置をとっており、インターネット上の以下の各ウェブサイトに掲載しておりますの
で、いずれかのウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認くださいますようお願い申しあげます。

　【当社ウェブサイト】　　https://www.almedio.co.jp/ir/financial/shareholders-meeting/

　【株主総会資料　掲載ウェブサイト】　　https://d.sokai.jp/7859/teiji/

　【東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）】
　　https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show
　（上記の東証ウェブサイトにアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「アルメディオ」又は
「コード」に当社証券コード「7859」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順
に選択して、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知/株主総会資料」欄よりご確認ください。）

　なお、書面（郵送）またはインターネットによって議決権をご行使いただく場合、お手数ながら
株主総会参考書類をご検討のうえ、後記の「議決権行使についてのご案内」をご参照いただき、
2025年6月26日（木曜日）午後6時までに到着するよう議決権行使書用紙をご送付いただくか、
当社指定の議決権行使ウェブサイトより同日時までに議決権をご行使いただきますようお願い申し
あげます。

敬　具

－ 1 －
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株主各位

１．日 時 2025年6月27日（金曜日）午後１時
２．場 所 東京都立川市錦町三丁目3番20号

　たましんRISURUホール（立川市市民会館）　小ホール
３．目 的 事 項
報 告 事 項 １．第45期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）事業報告、連結計算書

類ならびに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
２．第45期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）計算書類報告の件

決 議 事 項
第１号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件
第２号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
第３号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

４．招集にあたっての決定事項
（１） 電子提供措置事項のうち、次の事項につきましては、法令及び当社定款第14条の

規定に基づき、書面交付請求をいただいた株主様に対して交付する書面には記載
しておりません。
①事業報告のうち「新株予約権等の状況」
②事業報告のうち「業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況」
③連結計算書類のうち「連結注記表」
④計算書類のうち「個別注記表」
本株主総会招集ご通知の当該書面は、監査報告を作成するに際し、監査等委員会
及び会計監査人が監査をした事業報告、連結計算書類及び計算書類の一部であり
ます。

（２） ご返送いただいた議決権行使書において、各議案に対する賛否の表示がない場合
は、賛成の表示があったものとしてお取り扱いいたします。

（３） 書面（郵送）及びインターネットの両方で議決権行使をされた場合は、インター
ネットによる議決権行使を有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。

（４） インターネットにより複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたも
のを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。

     

記

以　上
◎当日ご出席の際は、お手数ながら本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙を会場受付にご提出

くださいますようお願い申しあげます。
◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、前記インターネット上の各ウェブサイトにおいて、その旨、修正

前及び修正後の事項を掲載いたします。
◎本株主総会の運営に変更等が生じた場合は、当社ウェブサイトに掲載いたします。
◎本株主総会の決議の結果につきましては、当社ウェブサイトに掲載することによりお知らせいたします。

－ 2 －
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議決権行使についてのご案内

議決権行使についてのご案内
株主総会における議決権は、株主の皆様の大切な権利です。
株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使してくださいますようお願い申しあげま
す。
議決権を行使する方法は、以下の3つの方法がございます。

株主総会に
ご出席される場合

書面（郵送）で議決権を
行使される場合

インターネットで議決権を
行使される場合

本招集ご通知とあわせてお送りする
議決権行使書用紙を会場受付にご提
出ください。

本招集ご通知とあわせてお送りする
議決権行使書用紙に議案に対する賛
否をご表示のうえ、ご返送くださ
い。

次ページの案内に従って、議案の賛
否をご入力ください。

日　時 行使期限 行使期限

2025年6月27日（金曜日）
午後1時

2025年6月26日（木曜日）
午後6時到着分まで

2025年6月26日（木曜日）
午後6時入力完了分まで

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内
こちらに議案の賛否をご記入ください。

第1・2号議案

⃝ 全員賛成の場合 「賛」の欄に〇印
⃝ 全員反対する場合 「否」の欄に〇印
⃝ 一部の候補者を反対する場合

「賛」の欄に〇印をし、
反対する候補者の番号を
ご記入ください。

第3号議案

⃝ 賛成の場合 「賛」の欄に〇印
⃝ 反対する場合 「否」の欄に〇印

議 決 権 行 使 書
御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

1.　

2.

3.

4.　

○○○○○○○

（
切
取
線
）

○○○○

○○○○○○○

××××年　×月××日

※議決権行使書はイメージです。
書面（郵送）及びインターネットの両方で議決権行使をされた場合は、インターネットによる議決権行使を有効な議決権行使としてお取り扱
いいたします。また、インターネットにより複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱い
いたします。

－ 3 －
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議決権行使についてのご案内

インターネットによる議決権行使のご案内

QRコードを読み取る方法
「スマート行使」

議決権行使コード・パスワードを
入力する方法

議決権行使コード及びパスワードを入力することなく議決権行使
ウェブサイトにログインすることができます。

議決権行使
ウェブサイト https://www.web54.net

　

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。2

「スマート行使」での議決権行使は１回に限り
可能です。
議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですが
PC向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記載の
「議決権行使コード」・「パスワード」を入力してログイン、
再度議決権行使をお願いいたします。
※‌�QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイト
へ遷移できます。

議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読み取ってください。1
議 決 権 行 使 書

御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

1.　

2.

3.

4.　

（
切
取
線
）

○○○○

○○○○○○○

××××年　×月××日

議 決 権 行 使 書
御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

1.　

2.

3.

4.　

（
切
取
線
）

○○○○

○○○○○○○

××××年　×月××日

※‌�「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

見 本
見 本

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。4

議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。1

議決権行使書用紙に記載された
「パスワード」をご入力ください。

3

議決権行使書用紙に記載された
「議決権行使コード」をご入力ください。

2

「議決権行使コード」
を入力

「ログイン」を
クリック

「パスワード」
を入力
実際にご使用になる
新しいパスワードを
設定してください

「登録」をクリック

※操作画面はイメージです。

「次へすすむ」を
クリック

インターネットによる議決権行使で
パソコンやスマートフォンの操作方法などが
ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

三井住友信託銀行　証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル
　電話番号：0120－652－031（フリーダイヤル）

（受付時間　9：00～21：00）

－ 4 －
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当事業年度の事業の概況

( 2024年4月 1日から )2025年3月31日まで

事　業　報　告

１. 企業集団の現況
⑴ 当事業年度の事業の概況
① 事業の経過及びその成果
　当社グループは、2024年5月14日付「中期経営計画2024の実施について」を公表し、事
業構造改革のスピードを上げ、機能性材料メーカーへの転換を図ってまいりました。
　ウクライナ情勢の長期化や中東地域の緊迫化によるエネルギー・原材料価格の高騰が続
き、企業の収益や消費者物価に影響を及ぼしました。加えて、中国経済の減速や米国の保護
主義的政策への懸念など、景気の先行きは依然として不透明な状況が続いており、当社グル
ープにおいても、中国市場の不安定さや、世界情勢等を慎重に判断しながら事業を推進して
まいりました。
　断熱材事業については、国内は工業炉の新設工事案件や炉修案件向けに炉材の販売が増加
しました。連結子会社・阿爾賽（蘇州）無機材料有限公司及び阿爾美（蘇州）科技有限公司
においては、太陽光発電パネル製造向け拡散炉用ヒーターモジュールの特需からの反動減を
カバーすべく、高純度SiOやアルミナ粒子等の新規商材の販売に注力したほか、半導体向け
に販路の拡大に取り組みましたが、売上高は前期を下回りました。
　ナノマテリアル事業については、2024年8月2日付「事業譲受に関するお知らせ」で公表
しましたとおり、日本NER株式会社の資源・材料販売事業を継承し、事業を開始いたしま
した。高分散導電用CNFの販売を開始し、電池用途、放熱材用途にて高い評価を得てお
り、検討・評価される顧客が増えております。また、資源・材料販売が順調に推移したこと
等により、売上高は前期を上回りました。
　この結果、当連結会計年度の業績は、売上高58億円（前期比49.8％減）、営業利益8億67
百万円（前期比74.2％減）、経常利益8億77百万円（前期比74.5％減）、親会社株主に帰属す
る当期純利益4億76百万円（前期比79.5％減）となりました。
　アーカイブ事業については、2024年6月末日をもって光学ドライブ生産及び関連サービス
を終了いたしました。
　これらにより、機能性材料メーカーへの転換が進み、断熱材事業、ナノマテリアル事業に
続く第三の事業を立ち上げるべく、CMC（セラミックマトリックス複合材）のマーケティ
ングに取り組み、防衛関連業界向けにサンプル販売を行いました。
　各セグメントの業績は以下のとおりであります。

－ 5 －
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当事業年度の事業の概況

断熱材事業
　当事業は、連結子会社・阿爾賽（蘇州）無機材料有限公司及び阿爾美（蘇州）科技有
限公司において、電子部品用副資材、耐火材料及び関連製品の開発・製造・販売を行っ
ております。また、当社でも同社製品を中心とした輸入販売を行っております。
　国内は、新たな商流を開拓し、工業炉の新設工事案件や炉修案件向けに炉材の販売が
増加したこと等により、売上高は前期を上回りました。
　連結子会社は、太陽光発電市場の投資拡大による急激な成長と、米国の保護主義的政
策という、国内外の二重の理由により、2024年は市場の需要不足とメーカーの在庫過
多が原因で電池価格が大幅に下落しました。これに伴い、ヒーターモジュールの価格競
争も激化し、品質に自信を持つ当該子会社においても、リピートオーダーについては販
売価格の引き下げを行い対応しております。
　また、阿爾美（蘇州）科技有限公司の設立により、新規商材の開発、生産のための大
型設備の設置が可能となり、高純度SiOやアルミナ粒子等の新規商材の生産・販売によ
る売上拡大に取り組みました。
　以上により、断熱材事業の売上高は51億73百万円（前期比51.1％減）となりまし
た。
　なお、連結子会社・阿爾賽（蘇州）無機材料有限公司において、中華人民共和国企業
所得税法の規定にもとづくハイテク企業の認定を受けております。今後も、先端的かつ
高付加価値製品の研究開発に取り組んでまいります。

アーカイブ事業
　当事業は、重要な情報を長期に亘って保存及び利用するための長期保存用光ドライブ
と長期保存用光ディスクの販売を行う「アーカイブ」と、産業用及びAV機器用光ドラ
イブの開発・製造・販売を行う「ストレージソリューション」が含まれます。
　光学ドライブ生産及び関連サービスは2024年6月末日をもって終了しており、売上高
は前期を下回りました。
　以上により、アーカイブ事業の売上高は5億56百万円（前期比31.4％減）となりまし
た。

ナノマテリアル事業
　当事業は、ナノマテリアルの研究開発・製造及び販売を行っており、ナノサイズの繊
維状炭素を製品化しております。
　有償でのサンプル品の販売を行い、国内外共に評価していただく業種は拡大しており
ます。新製品の高分散導電用CNF、及び連結子会社・阿爾美（蘇州）科技有限公司の
新規商材である高純度SiOを加え、さらに日本NER株式会社より譲り受けた資源・材料

－ 6 －
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当事業年度の事業の概況

期　　別

区　　分

第　　44　　期
（2024年3月期）

第　　45　　期
（2025年3月期） 対前期比

増 減 率売 上 高 構 成 比 売 上 高 構 成 比
百万円 ％ 百万円 ％ ％

断 熱 材 事 業 10,575 91.5 5,173 89.2 △51.1
ア ー カ イ ブ 事 業 810 7.0 556 9.6 △31.4
ｲ ﾝ ﾀﾞ ｽ ﾄ ﾘ ｱ ﾙ ｿ ﾘ ｭ ｰ ｼ ｮ ﾝ 事 業 110 1.0 - - -
ナ ノ マ テ リ ア ル 事 業 60 0.5 71 1.2 18.0

合 計 11,557 100.0 5,800 100.0 △49.8

販売を開始するなど、製品ラインナップの拡充を図りました。また、コンポジット成形
品では最終ユーザーでの確認が終了するなど、採用が徐々に拡大しています。さらに、
資源・材料販売の営業活動では、量産を見据えた受注及び出荷も順調に推移しており、
CNFや高純度SiOも同時に評価していただくシナジー効果も生まれております。
　以上により、ナノマテリアル事業の売上高は71百万円（前期比18.0％増）となりま
した。

事業部門別売上高

② 設備投資の状況
当連結会計年度における設備投資の総額は7億7百万円で、主なものは以下のとおりで

す。
断熱材事業において、連結子会社・阿爾賽（蘇州）無機材料有限公司及び阿爾美（蘇

州）科技有限公司でのSiO設備等及び設備設置に関連した建物の改修等に6億58百万円の
設備投資を行いました。

③ 他の会社の事業の譲受けの状況
当社は、2024年8月2日付で日本NER株式会社の資源・材料販売事業を譲り受けており

ます。
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直前３事業年度の財産及び損益の状況

期　　別
項　　目

第42期
（2022年３月期）

第43期
（2023年３月期）

第44期
（2024年３月期）

第45期
（2025年３月期）

売 上 高(百万円) 3,266 4,940 11,557 5,800

経 　 常 　 利 　 益(百万円) 97 569 3,443 877
親会社株主に帰属する
当期純利益又は
親会社株主に帰属する
当期純損失（△）

(百万円) △39 164 2,328 476

１株当たり当期純利益又は
１株当たり当期純損失（△） (円) △2.65 9.17 123.44 23.07

総 資 産(百万円) 4,349 5,809 9,756 9,689

純 資 産(百万円) 2,751 3,389 7,551 8,206

期　　別
項　　目

第42期
（2022年３月期）

第43期
（2023年３月期）

第44期
（2024年３月期）

第45期
（2025年３月期）

売 上 高(百万円) 1,605 1,546 1,531 1,344
経　常　利　益　又　は
経　常　損　失　（△）(百万円) △31 △152 1,248 △23
当　期　純　利　益　又　は
当　期　純　損　失　（△）(百万円) △103 △303 1,102 △78
１株当たり当期純利益又は
１株当たり当期純損失（△）(円) △6.93 △16.97 58.43 △3.81

総 資 産(百万円) 2,824 2,968 5,377 4,944

純 資 産(百万円) 1,883 1,986 4,867 4,590

⑵ 直前3事業年度の財産及び損益の状況
① 企業集団の財産及び損益の状況

② 当社の財産及び損益の状況
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重要な子会社の状況、対処すべき課題、主要な事業内容、主要な営業所及び工場

会 社 名 資 本 金 当社の出資比率 主 要 な 事 業 内 容

阿爾賽（蘇州）無機材料有限公司   2,640,000 US＄ 100.0％
電子部品用副資材、耐火材料
及び関連製品の開発・製造・
販売

阿爾美（蘇州）科技有限公司   7,000,000 US＄ 100.0％ 断熱材事業、加熱炉設備事業
他

⑶ 重要な親会社及び子会社の状況
① 親会社との関係

　該当事項はありません。
② 重要な子会社の状況

⑷ 対処すべき課題
　当社グループは、「１.企業集団の現況(1)①事業の経過及びその成果」で記載のとおり
「中期経営計画2024」を公表し、各施策の取り組みを進めました。
　中国連結子会社においては、市場の不安定さを鑑み債権回収可能性を慎重に判断し受注
可否を決定しております。さらに、高品質な製品で評価を得ている当該連結子会社におい
ても、安価に販売を行う競合先に受注が流れている状況に対応するため、リピートオーダ
ーについては値下げによる受注を計画する等、厳しい環境にありますが、2025年5月14
日付で公表した「中期経営計画2025」に基づき、計画に沿った施策に取り組んでまいり
ます。
　断熱材事業は、更なる成長と売上の拡大を図ります。具体的には、当社においては、鉄
鋼メーカー等への断熱材販売や築炉業者等への工事材料販売を行います。また、電気炉の
工事や部品の受注、電子部品メーカーへの販路拡大を行い、売上拡大を図ります。連結子
会社・阿爾賽(蘇州)無機材料有限公司及び阿爾美（蘇州）科技有限公司においては、ヒー
ターモジュールの販路を半導体向けに拡大し、高純度SiOやアルミナ粒子等の生産・販
売、並びに電気炉及びガス炉の販売を行い、売上拡大を図ります。また、顧客へのサービ
スの強化を図り、顧客からの要望や問題点を検証・分析し、新たな付加価値の提案を行
い、他社製品との差異化を進めます。さらに、先端的かつ高付加価値製品の研究開発を推
進し、開発の強化を図ります。
　ナノマテリアル事業は、事業の成長と売上拡大を図ります。具体的には、CNF及び資
源・材料販売関係の重要顧客のテーマに対して採用獲得のための顧客対応力を強化しま
す。また、CNF及び資源・材料販売の各顧客を通じてのシナジー効果により、新規採用
獲得に向けた活動を継続するとともに、同様なアプリケーションに対して横展開を積極的
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重要な子会社の状況、対処すべき課題、主要な事業内容、主要な営業所及び工場

に推進し、新たな顧客の開拓、並びに海外展開を行います。さらに、新規商材として高抵
抗CNFの開発、CNF入りPEEKコンパウンド、窒化物等の製品化を推進し、製品ライン
ナップの拡充を図ります。
　当社グループは、断熱材事業、ナノマテリアル事業を軸に、第三の事業とすべくCMC
のマーケティングを進め、機能性材料メーカーの確立を図ってまいります。また、各事業
の成長により利益の最大化を図り、2028年3月期までにROE8％以上、PBR1倍以上を維
持し2倍以上を目指してまいります。

　株主の皆様におかれましては、今後ともなお一層のご支援とご鞭撻を賜りますようお願
い申しあげます。

⑸ 主要な事業内容（2025年3月31日現在）
当社グループは、当社及び連結子会社・阿爾賽（蘇州）無機材料有限公司並びに阿爾
美（蘇州）科技有限公司の計3社で構成されており、電子部品用副資材、耐火材料及び
関連製品の開発・製造・販売、ナノマテリアルの研究開発・製造及び販売、資源及び
材料の販売を行っております。

名 称 所 在 地

国 立 オ フ ィ ス 東京都国立市

東 村 山 事 業 所 東京都東村山市

福 島 双 葉 工 場 福島県双葉郡双葉町

名 称 所 在 地

阿 爾 賽 （ 蘇 州 ） 無 機 材 料 有 限 公 司 中華人民共和国江蘇省呉江経済技術開発区

阿 爾 美 （ 蘇 州 ） 科 技 有 限 公 司 中華人民共和国江蘇省蘇州市呉江区

⑹ 主要な営業所及び工場（2025年3月31日現在）
① 当社の主要な事業所及び工場

（注）2024年7月31日付で所沢オフィス及び台北支店を閉鎖いたしました。

② 子会社の事業所
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使用人の状況、主要な借入先の状況、その他企業集団の現況に関する重要な事項

従 業 員 数 前 連 結 会 計 年 度 末 比 増 減

261名 49名（減）

従 業 員 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

31名 8名（減） 41.5歳 7.99年

⑺ 従業員の状況（2025年3月31日現在）
① 企業集団の従業員の状況

（注）上記従業員数には、出向社員、臨時従業員は含んでおりません。

② 当社の従業員の状況

（注）上記従業員数には、出向社員、臨時従業員は含んでおりません。

借 入 先 借 入 額

株 式 会 社 り そ な 銀 行 100百万円
株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 345百万円
株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 100百万円

⑻ 主要な借入先の状況（2025年3月31日現在）

⑼ その他企業集団の現況に関する重要な事項
該当事項はありません。
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株式の状況

① 発行可能株式総数
② 発行済株式の総数

36,769,264株
20,806,316株

③ 株主数 8,306名

株 主 名 所 有 株 式 数 持 株 比 率

株 式 会 社 Ｓ Ｂ Ｉ 証 券 1,399,112株 6.98％

髙 橋 靖 912,000 4.55
東 京 短 資 株 式 会 社 482,000 2.40
津 田 鉄 也 400,700 1.99
野 村 信 託 銀 行 株 式 会 社 （ 投 信 口 ） 339,200 1.69
雲 越 俊 介 250,000 1.24
J Ｐ モ ル ガ ン 証 券 株 式 会 社 249,100 1.24
野 村 證 券 株 式 会 社 221,000 1.10
平 出 浩 太 郎 180,500 0.90
青 島 浩 二 162,000 0.80

２. 会社の現況
⑴ 株式の状況（2025年3月31日現在）

④ 大株主（上位10名）

（注）1．当社は、自己株式を770,737株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
　　　2．持株比率は自己株式を控除して計算しております。

⑤ その他株式に関する重要な事項
当社は、2025年2月4日開催の取締役会において、会社法第165条第3項の規定により読み

替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項を決議し、以下の
とおり取得いたしました。

ア. 取得した株式の種類　　　当社普通株式
イ. 取得した株式の総数　　　659,300株
ウ. 株式取得価額の総額　　　197,448,200円
エ. 取 得 期 間　　　2025年2月6日から2025年3月24日まで
オ. 取 得 方 法　　　東京証券取引所における市場買付
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会社役員の状況

会社における地位 氏　　　名 担当及び重要な兼職の状況

代表取締役社長 髙　橋　　　靖
執行役員（断熱材事業担当）
阿爾賽（蘇州）無機材料有限公司董事長
阿爾美（蘇州）科技有限公司董事長

取締役 関　　　清　美
執行役員（総務・経理・情報開示・IR担当）
阿爾賽（蘇州）無機材料有限公司監事
阿爾美（蘇州）科技有限公司監事

取締役 吹　野　洋　平
阿爾賽（蘇州）無機材料有限公司董事、総経理
阿爾美（蘇州）科技有限公司董事、総経理

取締役 星　島　時　太　郎 事業企画室担当

取締役 深　川　敏　弘 執行役員（ナノマテリアル事業担当）

取締役（監査等委員） 漆　山　伸　一 公認会計士・漆山パートナーズ会計事務所代表

取締役（監査等委員） 藤　井　　　篤 アルタイル法律事務所　所長弁護士

取締役（監査等委員） 吉　江　建　一
一般社団法人プロダクト・イノベーション協会代表理事
東京大学大学院工学系研究科化学システム工学専攻特
任研究員及び非常勤講師

⑵ 会社役員の状況
① 取締役の状況（2025年3月31日現在）

（注）1. 取締役（監査等委員）漆山伸一氏、藤井篤氏及び吉江建一氏は社外取締役であります。
2. 取締役（監査等委員）漆山伸一氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当

程度の知見を有しております。
3. 監査等委員会が主体となり内部統制システムを通じた組織的な監査を実施しているため、必ずしも

常勤者の選定を必要としないことから、常勤の監査等委員を選定しておりません。
4. 当社は、取締役（監査等委員）漆山伸一氏、藤井篤氏及び吉江建一氏を東京証券取引所の定めに基

づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

② 責任限定契約の内容の概要
当社は各監査等委員である取締役との間で、会社法第427条第1項及び当社定款の規定に基

づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、500万円又は同法第425条第1項に定める額の

いずれか高い額としております。
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会社役員の状況

③　役員等賠償責任保険契約の内容の概要等
　　　当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で

締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は、当社及び当社グループの取締役であ
り、被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約により被保険者が、その職務の
執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及を受けることによって生ずることのある損害
（ただし、保険契約上で定められた免責事項に該当するものは除きます。）を塡補すること
としております。

④ 取締役の報酬等
イ. 役員報酬等の内容の決定に関する方針等
当社は2021年2月18日開催の取締役会において、取締役（監査等委員である取締役を除く。以

下、「取締役」という。）の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。取締
役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定
された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
ａ. 基本報酬に関する方針

当社株主総会において承認を得られた報酬等の限度額の範囲内において、各取締役の責
任、役割に応じて決定するものとする。

ｂ. 業績連動報酬等に関する方針
業績連動報酬等はないため、現時点では方針を定めないものとする。発生した際には改め
て決定方針を定めるものとする。

ｃ. 非金銭報酬等に関する方針
非金銭報酬等はないため、現時点では方針を定めないものとする。発生した際には改めて
決定方針を定めるものとする。

ｄ. 報酬等の割合に関する方針
現時点では固定報酬等のみであるため、取締役の個人別の報酬等の額全体に対する固定報
酬等の額の割合を100％とする。今後、業績連動報酬等または非金銭報酬等が発生する際
には、改めて割合について決定方針を定めるものとする。

ｅ. 報酬等の付与時期や条件に関する方針
現時点では、固定報酬等のみであるため、毎月、一定額を支給するものとする。

ｆ. 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針
・取締役会決議により個人別の内容についての決定を代表取締役社長に委任するものとす
る。

・委任する権限の内容については、取締役の個人別の報酬等の内容についての決定とする。

－ 14 －



2025/06/25 10:12:41 / 24177448_株式会社アルメディオ_招集通知_電子提供措置用

会社役員の状況

区　　分 報酬等の総額
（百万円）

報酬等の種類別の総額（百万円） 対象となる
役員の員数
（名）基本報酬 業績連動

報酬等
非金銭
報酬等

取締役（監査等委員を除く）
（うち社外取締役）

87.6
(－)

87.6
(－)

－
(－)

－
(－)

5
(－)

取締役（監査等委員）
（うち社外取締役）

11.4
(11.4)

11.4
(11.4)

－
(－)

－
(－)

3
(3)

合　　　計
（うち社外取締役）

99.0
(11.4)

99.0
(11.4)

－
(－)

－
(－)

8
(3)

ロ. 当事業年度に係る報酬等の総額

（注）1. 取締役の金銭報酬の額は、2017年6月27日開催の第37期定時株主総会において、取締役（監査等
委員を除く）について年額200百万円以内（ただし、使用人分給与は含まない）、取締役（監査等
委員）について年額30百万円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、
8名（うち、監査等委員は3名）です。

2. 取締役会は、代表取締役社長髙橋靖に対し各取締役（監査等委員を除く）の基本報酬の額の決定を
委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について
評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。

3. 上記のほか、連結子会社・阿爾賽（蘇州）無機材料有限公司の董事・総経理吹野洋平に対し、当該
連結子会社から2023年度の業績連動報酬として14百万元を支給しております。
業績連動報酬に係わる指標は、当該連結子会社の売上・利益予算を達成した場合の営業利益であり
ます。業績の向上・企業価値の増大に対する貢献意識を高めることを目的とし、業績連動報酬の算
定方法は、当該連結子会社における実績の営業利益の10%としており、当該年度予算の達成率は
380%超であり目標を大幅に達成したことから、業績連動報酬を支給しております。

ハ. 社外取締役が親会社等又は親会社等の子会社等（当社を除く）から受けた役員報酬等の
総額

該当事項はありません。

⑤ 社外役員に関する事項
イ. 他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人との関係
・取締役（監査等委員）漆山伸一氏は公認会計士であり、漆山パートナーズ会計事務所の代表
であります。当社と兼職先との間には特別な関係はありません。

・取締役（監査等委員）藤井篤氏はアルタイル法律事務所の所長弁護士であります。当社と兼
職先との間には特別な関係はありません。

・取締役（監査等委員）吉江建一氏は一般社団法人プロダクト・イノベーション協会の代表理
事、東京大学大学院工学系研究科化学システム工学専攻特任研究員及び非常勤講師であります。
当社と兼職先との間には特別な関係はありません。
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会社役員の状況

出席・発言状況及び
社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要

取締役（監査等委員）
漆 山 伸 一

当事業年度において開催された取締役会17回の全てに、監査等委員
会9回の全てに出席いたしました。公認会計士としての専門的見地
から、積極的に意見を述べており、取締役会において、取締役会の
意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たして
おります。また、監査等委員会において、主に当社の会計処理及び
内部監査について適宜、必要な発言を行っております。

取締役（監査等委員）
藤 井 　 篤

当事業年度において開催された取締役会17回の全てに、監査等委員
会9回の全てに出席いたしました。弁護士としての法律に関する専
門的な知識と経験から、積極的に意見を述べており、取締役会にお
いて、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切
な役割を果たしております。また、監査等委員会において、監査結
果についての意見交換等、専門的見地から適宜、必要な発言を行っ
ております。

取締役（監査等委員）
吉 江 建 一

当事業年度において開催された取締役会17回の全てに、監査等委員
会9回の全てに出席いたしました。海外を含む豊富なビジネス経験
や、大学院での特任教授としての高い見識から、積極的に意見を述
べており、取締役会において、取締役会の意思決定の妥当性・適正
性を確保するための適切な役割を果たしております。また、監査等
委員会において、監査結果についての意見交換等、適宜、必要な発
言を行っております。

　　　ロ.当事業年度における主な活動状況

（注）上記の取締役会の開催回数のほか、会社法第370条及び当社定款規定に基づき、取締役会決議が
あったとみなす書面決議が1回ありました。
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会計監査人の状況

支 払 額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 24,000千円
当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財
産上の利益の合計額 24,000千円

⑶ 会計監査人の状況
① 名称　　　　　　　　Forvis Mazars Japan 有限責任監査法人
　　（注）Mazars有限責任監査法人は、2024年10月1日付で名称をForvis Mazars Japan 有限責任監
　　　　　査法人に変更しております。

② 報酬等の額

（注）1. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監
査の監査報酬の額を明確に区分しておらず、実質的に区分もできませんので、合計額を記載してお
ります。

2. 監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根
拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について
同意の判断をいたしました。

3. 子会社阿爾賽（蘇州）無機材料有限公司及び阿爾美（蘇州）科技有限公司は、当社の会計監査人以
外の監査を受けております。

③ 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
　監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断し
た場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いた
します。
　また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合
は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員
会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任
した旨及びその理由を報告いたします。

④ 責任限定契約の内容の概要
　該当事項はありません。

⑤ 補償契約の内容の概要等
　該当事項はありません。
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連結貸借対照表

（2025年3月31日現在）
（単位：千円）

科 目 金 額 科 目 金 額
（資　産　の　部） （負　債　の　部）

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受 取 手 形

売 掛 金

棚 卸 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物 及 び 構 築 物

機械装置及び運搬具

そ の 他

無 形 固 定 資 産

そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産

そ の 他　

7,514,795

4,100,312

1,182,411

1,333,278

663,409

235,730

△347

2,174,802

1,946,743

801,343

1,047,767

97,632

3,418

3,418

224,640

224,640　

流 動 負 債 1,014,682
買 掛 金 116,513
短 期 借 入 金 500,000
1年内返済予定の長期借入金 16,008
未 払 法 人 税 等 85,279
前 受 金 55,517
賞 与 引 当 金 79,735
そ の 他 161,629

固 定 負 債 468,528
長 期 借 入 金 29,308
退 職 給 付 に 係 る 負 債 46,907
繰 延 税 金 負 債 392,312

負 債 合 計 1,483,210
（純 資 産 の 部）

株 主 資 本 7,564,654
資 本 金 2,111,382
資 本 剰 余 金 2,064,762
利 益 剰 余 金 3,674,743
自 己 株 式 △286,233

その他の包括利益累計額 641,732
為 替 換 算 調 整 勘 定 641,732

純 資 産 合 計 8,206,387
資 産 合 計 9,689,598 負 債 ・ 純 資 産 合 計 9,689,598

連 結 貸 借 対 照 表

（記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。）
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連結損益計算書

( 2024年4月 1日から )2025年3月31日まで
（単位：千円）

科 目 金 額
売 上 高 5,800,748
売 上 原 価 3,689,492

売 上 総 利 益 2,111,255
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 1,244,118

営 業 利 益 867,137
営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 5,971
そ の 他 20,283 26,254

営 業 外 費 用
支 払 利 息 7,767
そ の 他 8,458 16,225
経 常 利 益 877,166

特 別 利 益
固 定 資 産 売 却 益 929
補 助 金 収 入 31,297 32,227

特 別 損 失
固 定 資 産 圧 縮 損 19,179
事 業 撤 退 損 43,272
減 損 損 失 40,768 103,221

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 806,171
法 人 税 ・ 住 民 税 及 び 事 業 税 289,270
法 人 税 等 還 付 税 額 △21,050
法 人 税 等 調 整 額 61,552 329,772
当 期 純 利 益 476,399
非 支 配 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 利 益 ―
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 利 益 476,399

連 結 損 益 計 算 書

（記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。）
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連結株主資本等変動計算書

( 2024年4月 1日から )2025年3月31日まで
（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株 主 資 本 合 計

期 首 残 高 2,111,382 2,064,762 3,198,343 △88,785 7,285,703

連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 利 益 476,399 476,399

自 己 株 式 の 取 得 △197,448 △197,448
株 主 資 本 以 外 の 項 目 の 連 結
会 計 年 度 中 の 変 動 額 ( 純 額 )

連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額 合 計 ― ― 476,399 △197,448 278,951

期 末 残 高 2,111,382 2,064,762 3,674,743 △286,233 7,564,654

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額
新 株 予 約 権 純 資 産 合 計為 替 換 算

調 整 勘 定
そ の 他 の 包 括
利益累計額合計

期 首 残 高 265,055 265,055 810 7,551,568

連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 利 益 476,399

自 己 株 式 の 取 得 △197,448
株 主 資 本 以 外 の 項 目 の 連 結
会 計 年 度 中 の 変 動 額 ( 純 額 ) 376,677 376,677 △810 375,867

連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額 合 計 376,677 376,677 △810 654,818

期 末 残 高 641,732 641,732 ― 8,206,387

連結株主資本等変動計算書

（記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。）
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貸借対照表

（2025年3月31日現在）
（単位：千円）

科 目 金 額 科 目 金 額
（資　産　の　部）

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受 取 手 形

電 子 記 録 債 権

売 掛 金

商 品 及 び 製 品

仕 掛 品

原 材 料 及 び 貯 蔵 品

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

投 資 そ の 他 の 資 産

出 資 金

関 係 会 社 出 資 金

長 期 貸 付 金

そ の 他
　

3,063,132

2,761,463

480

120,486

53,146

22,917

8,121

3,688

93,174

△347

1,881,643

1,881,643

11,050

1,329,236

500,000

41,357
　

（負　債　の　部）
流 動 負 債 277,846
買 掛 金 11,478
短 期 借 入 金 200,000
1年内返済予定の長期借入金 16,008
未 払 費 用 25,364
未 払 法 人 税 等 7,783
前 受 金 1,226
賞 与 引 当 金 12,629
そ の 他 3,356

固 定 負 債 76,215
長 期 借 入 金 29,308
退 職 給 付 引 当 金 46,907

負 債 合 計 354,061
（純 資 産 の 部）

株 主 資 本 4,590,714
資 本 金 2,111,382
資 本 剰 余 金 2,064,762
資 本 準 備 金 2,064,762

利 益 剰 余 金 700,802
利 益 準 備 金 50,898
そ の 他 利 益 剰 余 金 649,904
別 途 積 立 金 1,667,000
繰 越 利 益 剰 余 金 △1,017,095

自 己 株 式 △286,233
純 資 産 合 計 4,590,714

資 産 合 計 4,944,775 負 債 ・ 純 資 産 合 計 4,944,775

貸　借　対　照　表

（記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。）
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損益計算書

( 2024年4月 1日から )2025年3月31日まで
（単位：千円）

科 目 金 額
売 上 高 1,344,707
売 上 原 価 911,816
売 上 総 利 益 432,891

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 531,567
営 業 損 失 98,676

営 業 外 収 益
受 取 利 息 及 び 配 当 金 4,965
そ の 他 76,027 80,992

営 業 外 費 用
支 払 利 息 1,849
そ の 他 3,731 5,581
経 常 損 失 23,264

特 別 利 益
固 定 資 産 売 却 益 755
補 助 金 収 入 31,297 32,053

特 別 損 失
固 定 資 産 圧 縮 損 19,179
事 業 撤 退 損 43,272
減 損 損 失 40,768 103,221
税 引 前 当 期 純 損 失 94,432
法 人 税 ・ 住 民 税 及 び 事 業 税 5,225
法 人 税 等 還 付 税 額 △ 21,050 △ 15,824
当 期 純 損 失 78,607

損　益　計　算　書

（記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。）
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株主資本等変動計算書

( 2024年4月 1日から )2025年3月31日まで
（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

資本準備金 資本剰余金
合 計 利益準備金

そ の 他 利 益 剰 余 金 利益剰余金
合 計別 途

積 立 金
繰 越 利 益
剰 余 金

期 首 残 高 2,111,382 2,064,762 2,064,762 50,898 1,667,000 △938,488 779,410

事 業 年 度 中 の 変 動 額

当 期 純 損 失 △78,607 △78,607

自 己 株 式 の 取 得
株主資本以外の項目の
事 業 年 度 中 の 変 動 額
( 純 額 )

事業年度中の変動額合計 ― ― ― ― ― △78,607 △78,607

期 末 残 高 2,111,382 2,064,762 2,064,762 50,898 1,667,000 △1,017,095 700,802

株 主 資 本

新株予約権 純資産合計
自 己 株 式 株 主 資 本

合 計

期 首 残 高 △88,785 4,866,770 810 4,867,580

事 業 年 度 中 の 変 動 額

当 期 純 損 失 △78,607 △78,607

自 己 株 式 の 取 得 △197,448 △197,448 △197,448
株主資本以外の項目の
事 業 年 度 中 の 変 動 額
( 純 額 )

△810 △810

事業年度中の変動額合計 △197,448 △276,056 △810 △276,866

期 末 残 高 △286,233 4,590,714 ― 4,590,714

株主資本等変動計算書

（記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。）
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 内　田　雅　士

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 井　上　融　一

独立監査人の監査報告書
2025年５月19日

株式会社アルメディオ
　取締役会　御中

Forvis Mazars Japan 有限責任監査法人
東京都港区

監査意見
　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社アルメディオの2024年４月１日から
2025年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連
結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、株式会社アルメディオ及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産
及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。
当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、
また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分
かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成
し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用
における取締役の職務の執行を監視することにある。
　当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法
人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
　連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、
その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかど
うか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかど
うか注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、そ
の事実を報告することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結計算書類に係る会計監査人の監査報告
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　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが
適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視すること
にある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計
算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個
別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重
要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
　・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の
基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
　・連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部
統制を検討する。
　・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
　・経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実
性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書
類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められてい
る。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
　・連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに
連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
　・連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切
な監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任があ
る。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内
部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項につ
いて報告を行う。
　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守した
こと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための
対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用してい
る場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき
利害関係はない。

以　上
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連結計算書類に係る監査報告書
　当監査等委員会は、2024年4月1日から2025年3月31日までの第45期事業年度に係る連結計算書類
（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について監査いたしま
した。その方法及び結果について以下のとおり報告いたします。

1. 監査の方法及びその内容
　監査等委員会は、その定めた監査の方針、職務の分担等に従い、連結計算書類について取締役等か
ら報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
　さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証す
るとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めまし
た。
　また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則
第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業会計審議会）等に従って整備し
ている旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。なお、監査上の主要な検討事項について
は、会計監査人と協議を行うとともに、その監査の実施状況について報告を受け、必要に応じて説明
を求めました。
　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る連結計算書類について検討いたしました。

2. 監査の結果
　会計監査人Forvis Mazars Japan有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めま
す。

2025年５月21日
株式会社アルメディオ　監査等委員会

監査等委員 漆 山 伸 一 ㊞
監査等委員 藤 井 　 篤 ㊞
監査等委員 吉 江 建 一 ㊞

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（自　署）

（注）監査等委員漆山伸一、監査等委員藤井篤及び監査等委員吉江建一は、会社法第2条第15号及び第
331条第6項に規定する社外取締役であります。

連結計算書類に係る監査等委員会の監査報告
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計算書類に係る会計監査人の監査報告

Forvis Mazars Japan 有限責任監査法人
東京都港区
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 内 田 雅 士

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 井 上 融 一

　

独立監査人の監査報告書
2025年５月19日

株式会社アルメディオ
　取締役会　御中

　監査意見
　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社アルメディオの2024年４月１
日から2025年３月31日までの第45期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資
本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行
った。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示してい
るものと認める。
監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当
監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人とし
てのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手したと判断している。
その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成
し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用
における取締役の職務の執行を監視することにある。
　当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人
はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
　計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
の他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか
検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか
注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、そ
の事実を報告することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類に係る会計監査人の監査報告

－ 27 －



2025/06/25 10:12:41 / 24177448_株式会社アルメディオ_招集通知_電子提供措置用

計算書類に係る会計監査人の監査報告

計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を
作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視すること
にある。
計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重
要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類
等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に
又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に重要性があ
ると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
　・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の
基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
　・計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統
制を検討する。
　・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
　・経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報
告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注
記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は
継続企業として存続できなくなる可能性がある。
　・計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算
書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内
部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項につ
いて報告を行う。
　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守した
こと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための
対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用してい
る場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。

以　上
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監査等委員会の監査報告

監　査　報　告　書

　当監査等委員会は、2024年4月1日から2025年3月31日までの第45期事業年度における取締役の職務
の執行を監査いたしました。その方法及び結果について以下のとおり報告いたします。

1. 監査の方法及びその内容
　監査等委員会は、会社法第399条の13第1項第1号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決議の内
容並びに当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について取締役及び使用人等か
らその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明する
とともに、下記の方法で監査を実施いたしました。
①監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部統制部門と連携の上、取締役　　

及び使用人等からその職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決
裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。ま
た、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応
じて子会社から事業の報告を受けました。

②会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するととも
に、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。ま
た、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第
131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業会計審議会）等に従って整備し
ている旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。なお、監査上の主要な検討事項について
は、会計監査人と協議を行うとともに、その監査の実施状況について報告を受け、必要に応じて説
明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、
損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書について検討いたしまし
た。

2. 監査の結果
(1)事業報告等の監査結果
①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認め

ます。
②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められま

せん。
③内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制シ

ステムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認めら
れません。

(2)計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人Forvis Mazars Japan有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

監査等委員会の監査報告
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監査等委員会の監査報告

株式会社アルメディオ　監査等委員会
監査等委員 漆　山　伸　一　㊞
監査等委員 藤　井　　　篤　㊞
監査等委員 吉　江　建　一　㊞

2025年５月21日

（自　署）

(注)  監査等委員漆山伸一、監査等委員藤井篤及び監査等委員吉江建一は、会社法第2条第15号及び第
331条第6項に規定する社外取締役であります。

以　上
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取締役選任議案

候補者
番 号

ふ 　 り 　 が 　 な
氏　　　　　名

（ 生 年 月 日 ）
略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当

（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）
所 有 す る
当社の株式数

１

たか
髙 

 

　
はし
橋 

 

　
 

　
 

　
やすし
靖

(1967年5月15日生)

    1994年    3 月 当社入社
    2001年    4 月 当社企画部事業企画課長
    2005年    10月 阿爾賽（蘇州）無機材料有限公司出向
    2011年    6 月 当社取締役
    2013年    6 月 当社常務取締役
    2013年    11月 当社代表取締役常務
    2014年    1 月 当社代表取締役社長（断熱材事業担当）
    2015年    10月 当社代表取締役社長
    2017年    3 月 当社代表取締役社長兼執行役員（断熱材事

業・インダストリアルソリューション事業・
アーカイブ事業担当）

    2024年    6 月 当社代表取締役社長兼執行役員（断熱材事
業・アーカイブ事業担当）（現任）

912,000株

（重要な兼職の状況）
阿爾賽（蘇州）無機材料有限公司董事長
阿爾美（蘇州）科技有限公司董事長

【取締役候補者とした理由】
髙橋靖氏は、取締役としての高い倫理観・公平性などの人格的要素を備え、新規事業として子会
社・阿爾賽（蘇州）無機材料有限公司を立ち上げ、営業先の開拓を行い事業の成長を牽引するな
ど、豊富な海外及び業務経験を有しております。2014年1月に当社代表取締役社長に就任し、
当社グループの経営の重要事項の決定及び業務執行の監督に十分にその職責を果たしてまいりま
した。卓越した先見性により新規事業を創出し、決断力と実行力をもって事業基盤の強化に強い
リーダーシップを発揮しており、機能性材料メーカーの確立を図るにあたり、引き続き豊富な経
験とこれに基づく知見を活かし、当社グループの監督、統轄を適切に行うことが、企業価値の向
上に繋がると判断したためであります。

株主総会参考書類

第１号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）全員（5名）は、本総

会終結の時をもって任期満了となります。
　つきましては、経営体制の一層の強化と透明性を図るため社外取締役を1名増員し、取締役6名の
選任をお願いするものであります。

なお、当社の監査等委員会は、本議案に関しまして、取締役会の監督と執行のあり方、取締役候
補者の選任基準等を確認し、検討を行いました。その結果、各候補者の当事業年度における業務執
行状況及び業績等を勘案し、全ての候補者について適任であると判断しております。
　取締役候補者は、次のとおりであります。
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取締役選任議案

候補者
番 号

ふ 　 り 　 が 　 な
氏　　　　　名

（ 生 年 月 日 ）
略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当

（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）
所 有 す る
当社の株式数

２

せき
関

 

　
 

　
 

　
 

　
きよ
清 

 

　
み
美

(1959年5月12日生)

    2001年    12月 株式会社ジェイシーエヌランド取締役
    2002年    6 月 当社常勤監査役
    2017年    6 月 当社取締役兼執行役員（総務・経理担当）
    2018年    1 月 当社取締役兼執行役員（総務・経理・情報開

示・IR担当）（現任） 30,000株
（重要な兼職の状況）

阿爾賽（蘇州）無機材料有限公司監事
阿爾美（蘇州）科技有限公司監事

【取締役候補者とした理由】
関清美氏は、取締役としての高い倫理観・公平性などの人格的要素を備え、財務・会計に関する
知見と経験を有しております。また、コーポレートガバナンスなどの高い見識を備えており、事
業会社の業務全般を熟知していることにより、管理部門を統括し様々な環境の変化に対応した経
営の推進に中核的な役割を担っており、引き続き豊富な経験とこれに基づく知見を活かし、取締
役としての役割を果たしていくことが、当社グループの企業価値の向上に繋がると判断したため
であります。

３

ふき
吹 

 

　
の
野 

 

　
よう
洋 

 

　
へい
平

(1961年2月9日生)

    2005年    7 月 当社入社
    2005年    10月 阿爾賽（蘇州）無機材料有限公司出向
    2011年    7 月 阿爾賽（蘇州）無機材料有限公司董事
    2014年    7 月 阿爾賽（蘇州）無機材料有限公司董事・総経

理（現任）
    2015年    6 月 当社取締役（現任）
    2023年    10月 阿爾美（蘇州）科技有限公司董事・総経理

（現任）

63,900株

（重要な兼職の状況）
阿爾賽（蘇州）無機材料有限公司董事・総経理
阿爾美（蘇州）科技有限公司董事・総経理

【取締役候補者とした理由】
吹野洋平氏は、取締役としての高い倫理観・公平性などの人格的要素を備え、子会社・阿爾賽
（蘇州）無機材料有限公司を立ち上げ、卓越した新製品開発力により他社と差異化した品質やサ
ービスの提供を行うなどの豊富な業務経験を有しており、断熱材事業及び子会社の事業拡大にお
いて十分にその職責を果たしてまいりました。第45期においては、新規商材の高純度SiO、アル
ミナ粒子等の生産を開始し、常に先を見据えた製品開発を牽引するなど、技術者として卓越した
見識を有していることからも、引き続き豊富な経験とこれに基づく知見を活かし、取締役として
の役割を果たしていくことが、当社グループの企業価値の向上に繋がると判断したためでありま
す。
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取締役選任議案

候補者
番 号

ふ り が な
氏　　　　　名

（ 生 年 月 日 ）
略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当

（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）
所 有 す る
当社の株式数

４

ほし
星  

じま
島  

とき
時  

た
太  

ろう
郎

(1948年5月6日生)

    2006年    6 月 三菱化学産資株式会社常務取締役
    2008年    6 月 三菱化学株式会社執行役員
    2013年    4 月 同社顧問
    2014年    4 月 当社新規事業開発顧問
    2019年    1 月 当社炭素関連事業執行役員
    2019年    6 月 当社取締役兼執行役員（ナノマテリアル事

業・新規事業担当）
    2023年    6 月 当社取締役（ナノマテリアル事業・新規事業

担当）
    2024年    6 月 当社取締役（事業企画室担当）（現任）

6,100株

【取締役候補者とした理由】
星島時太郎氏は、取締役としての高い倫理観・公平性などの人格的要素を備え、海外での豊富な
業務経験に加え炭素繊維に関する深い専門能力を有しており、新規事業としてナノマテリアル事
業の立ち上げに寄与し、さらに、第45期では新たな分野へ参入すべく事業企画室を新設し、
CMCのマーケティングを推進するなど、十分にその職責を果たしてまいりました。引き続き豊
富な経験とこれに基づく知見を活かし、取締役としての役割を果たしていくことが、当社グルー
プの企業価値の向上に繋がると判断したためであります。

５

ふか
深 

 

　
がわ
川 

 

　
とし
敏 

 

　
ひろ
弘

(1956年4月9日生)

    2011年    4 月 三菱樹脂株式会社理事
    2012年    4 月 株式会社三菱化学科学技術研究センター常務

取締役
    2013年    11月 三菱化学株式会社理事
    2015年    6 月 大陽日酸株式会社執行役員
    2017年    7 月 同社技監
    2019年    7 月 当社執行役員（ナノマテリアル技術・炭素関

連事業担当）
    2022年    6 月 当社取締役兼執行役員（ナノマテリアル技

術・炭素関連事業担当）
    2023年    6 月 当社取締役兼執行役員（ナノマテリアル事業

担当）（現任）

2,200株

【取締役候補者とした理由】
深川敏弘氏は、取締役としての高い倫理観・公平性などの人格的要素を備え、炭素繊維に関する
豊富な経験・知識と深い専門能力を有しており、ナノマテリアル技術の向上及び品質保証体制の
構築において十分にその職責を果たしてまいりました。また、ナノマテリアル事業の事業戦略・
技術開発戦略・知財戦略の全てにおいて自ら先頭に立って推進し、第46期以降の計画を堅実に
成長させました。引き続き豊富な経験とこれに基づく知見を活かし、取締役としての役割を果た
していくことが、当社グループの企業価値の向上に繋がると判断したためであります。
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取締役選任議案

候補者
番 号

ふ 　 り 　 が 　 な
氏　　　　　名

（ 生 年 月 日 ）
略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当

（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）
所 有 す る
当社の株式数

６

新任
かわ

河 　
の

野　 
 

　
 

　
 

　
あきら

彰
(1984年2月26日生)

    2012年    7 月 株式会社リクルート
    2019年    10月 株式会社ロゼッタ執行役員CIO
    2021年    2 月 KWN Consulting合同会社設立 CEO
    2021年    11月 株式会社ネクサスエージェントCTO
    2022年    1 月 同社CIO（兼務）
    2022年    10月 同社取締役（現任）

－

（重要な兼職の状況）
株式会社ネクサスエージェント取締役

【社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要】
河野彰氏は、ITコンサルティング企業を設立しCEOとして経営を担い、現職ではCTO・CIOと
してITガバナンスの強化や情報システム組織の運営・適正化を推進し、さらに取締役として企
業価値の向上に貢献するなど、幅広い経験を通じて、高い専門性と豊富な知識を有しています。
IT分野での豊富な経験と幅広い見識から、取締役の職務執行に対する監督、助言等をいただく
ことを期待したためであります。

（注）1. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2. 河野彰氏は、新任の社外取締役候補者であります。
3. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項の規定に基づく役員等賠償責任保険契約を締結

しており、被保険者である取締役の損害を当該保険契約によって塡補することとしております。各
候補者が取締役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険
契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

4. 河野彰氏の選任が承認された場合、当社は同氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同
法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。当該契約に基づく損
害賠償責任の限度額は、500万円又は会社法第425条第1項に定める最低責任限度額のいずれか高
い額といたします。

　　　5. 河野彰氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏の選任が承認さ
れた場合には、独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定であります。
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監査等委員である取締役選任議案

候補者
番 号

ふ 　 り 　 が 　 な
氏　　　　　名

（ 生 年 月 日 ）
略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当

（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）
所 有 す る
当社の株式数

１

うるし

漆  
 

　
やま

山 
 

　
しん

伸 
 

　
いち

一
(1965年5月23日生)

    1989年    4 月 監査法人トーマツ入社
    1991年    9 月 公認会計士登録
    1996年    4 月 漆山公認会計士事務所設立（現　漆山パート

ナーズ会計事務所）代表（現任）
    2014年    6 月 当社非常勤社外監査役
    2017年    6 月 当社監査等委員である社外取締役（現任）

（重要な兼職の状況）
漆山パートナーズ会計事務所　代表

－

【選任理由及び期待される役割の概要】
漆山伸一氏を社外取締役候補者とした理由は、会社経営者としての経験、公認会計士としての専
門的知識並びに豊富な経験等を有しており、特に財務・会計について専門的な観点から取締役の
職務執行に対する監督、助言等をいただくことを期待したためであります。

2

ふじ

藤 
 

　
い

井 
 

　
 

　  
あつし

 篤 
(1950年4月5日生)

    1979年    4 月 弁護士登録（第二東京弁護士会）
    1997年    4 月 第二東京弁護士会事務局長
    1999年    10月 日本弁護士連合会司法改革担当嘱託
    2000年    6 月 当社非常勤社外監査役
    2002年    4 月 第二東京弁護士会副会長
    2005年    9 月 弁護士法人東京フロンティア基金法律事務所

所長
    2014年    11月 アルタイル法律事務所開設　所長弁護士（現

任）
    2018年    11月 当社一時取締役（監査等委員である社外取締

役）
    2019年    6 月 当社監査等委員である社外取締役（現任）

（重要な兼職の状況）
アルタイル法律事務所　所長弁護士

－

【選任理由及び期待される役割の概要】
藤井篤氏を社外取締役候補者とした理由は、過去に会社経営に関与されたことはありませんが、
2017年6月27日開催の第37期定時株主総会まで当社監査役として17年に亘り、経営全般に対す
る助言や取締役会の監督を行ってきており、弁護士としての法的経験・知識が豊富であり、特に
弁護士としての専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言等をいただくことを期待
したためであります。

第２号議案　監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役全員（3名）は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、監

査等委員である取締役3名の選任をお願いするものであります。
　なお、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。
　監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。
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監査等委員である取締役選任議案

候補者
番 号

ふ 　 り 　 が 　 な
氏　　　　　名

（ 生 年 月 日 ）
略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当

（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）
所 有 す る
当社の株式数

3

よし

吉 
 

　
え

江 
 

　
けん

建 
 

　
いち

一
(1956年1月5日生)

    1984年    4 月 三菱化成工業株式会社入社
    2001年    4 月 MC Research & Innovation Inc.

（三菱化学米国法人）President
    2006年    7 月 三菱化学産資株式会社（現　三菱樹脂株式会

社）AQSOAプロジェクトマネージャー
    2015年    1 月 三菱樹脂株式会社　退職
    2015年    2 月 東京大学大学院工学系研究科化学システム工

学専攻　特任教授：プラクティススクール担
当
兼任　一般社団法人プロダクト・イノベーシ
ョン協会主席コンサルタント

    2021年    3 月 東京大学大学院工学系研究科化学システム工
学専攻　特任教授　定年退職

    2021年    4 月 一般社団法人プロダクト・イノベーション協
会常任理事
東京大学大学院工学系研究科化学システム工
学専攻特任研究員及び非常勤講師（現任）

    2021年    6 月 当社監査等委員である社外取締役（現任）
    2024年    4 月 一般社団法人プロダクト・イノベーション協

会代表理事（現任）
（重要な兼職の状況）

一般社団法人プロダクト・イノベーション協
会代表理事
東京大学大学院工学系研究科化学システム工
学専攻特任研究員及び非常勤講師

－

【選任理由及び期待される役割の概要】
吉江建一氏を社外取締役候補者とした理由は、海外を含む豊富なビジネス経験や米国法人での経
営経験があり、大学院での特任教授として高い見識を有していることから、取締役の職務執行に
対する監督、助言等をいただくことを期待したためであります。

（注）1. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2. 漆山伸一氏、藤井篤氏及び吉江建一氏は、社外取締役候補者であります。

　　　3. 当社は、漆山伸一氏、藤井篤氏及び吉江建一氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同
法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償
責任の限度額は、500万円又は会社法第425条第1項に定める最低責任限度額のいずれか高い額と
しており、各氏の再任が承認された場合は、各氏との当該契約を継続する予定であります。

　　　4. 漆山伸一氏、藤井篤氏及び吉江建一氏は、現在、当社の監査等委員である社外取締役であります
が、漆山伸一氏の在任期間は本総会終結の時をもって8年、藤井篤氏は6年7カ月、吉江建一氏は4
年となります。なお、漆山伸一氏及び藤井篤氏は、過去に当社の業務執行者でない役員（監査
役）であったことがあります。
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監査等委員である取締役選任議案

氏　名 企業経
営

営業・ 
マーケ
ティン
グ・

業界知
識

製造・ 
技術・ 
品質保

証

研究開
発

財務・ 
会計・ 
金融・ 
Ｍ＆Ａ

人事・
労務・
法務

コーポ
レート
ガバナ
ンス

グロー
バル

IT・　
デジタ

ル

髙 　 橋 　 　 　 靖 ● ● ● ●

関 　 　 　 清 　 美 ● ● ● ●

吹 　 野 　 洋 　 平 ● ● ● ● ●

星　島　時　太　郎 ● ● ● ●

深 　 川 　 敏 　 弘 ● ● ● ● ●

河 野 　 彰 ● ●

漆 　 山 　 伸 　 一 ● ●

藤 　 井 　 　 　 篤 ●

吉 　 江 　 建 　 一 ● ● ● ●

　　　5. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項の規定に基づく役員等賠償責任保険契約を締
結しており、監査等委員である取締役を含む被保険者の取締役の損害を当該保険契約によって塡
補することとしております。各候補者が監査等委員である取締役に選任され就任した場合は、当
該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新
を予定しております。

　　　6. 当社は、漆山伸一氏、藤井篤氏及び吉江建一氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として
指定し、同取引所に届け出ており、各氏の再任が承認された場合には、引き続き独立役員とする
予定であります。

【ご参考】本総会終結後の取締役会のスキルマトリックス（予定）
　本招集ご通知に記載の候補者を原案どおりご選任いただいた場合の取締役会のスキルマトリックスは以下の
とおりとなります。

（注）上記は取締役及び監査等委員（候補者を含む）の有するすべての知見や経験を表すものではありませ
ん。
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監査等委員補欠選任議案

ふ  り  が  な
氏　　　　　名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴
（重 要 な 兼 職 の 状 況）

所有する当社
の 株 式 数

みや

宮 　
ち

地 　
り

理 　
こ

子
（1976年8月17日生）

    2008年    12月 弁護士登録
    2008年    12月 弁護士法人東京フロンティア基金法律事務所
    2010年    11月 八重山ひまわり基金法律事務所　所長弁護士
    2015年    4 月 弁護士法人アルタイル法律事務所（現任） －

（重要な兼職の状況）
弁護士法人アルタイル法律事務所

【選任理由及び期待される役割の概要】
宮地理子氏を補欠の監査等委員である社外取締役候補者とした理由は、過去に会社経営に関与したことは
ありませんが、会社法をはじめとした企業法務全般に精通しており、専門的知識・経験等を活かし、客観
的かつ公正な立場で取締役の職務執行に対する監督、助言等をいただくことを期待したためであります。

第３号議案　補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員で

ある取締役1名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。
補欠の監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。

（注）1. 候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2. 宮地理子氏は、補欠の監査等委員である社外取締役候補者であります。
3. 宮地理子氏が監査等委員である取締役に就任した場合には、会社法第427条第1項の規定に

基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。当
該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、500万円又は会社法第425条第1項に定める最低
責任限度額のいずれか高い額としております。

4. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項の規定に基づく役員等賠償責任保険契
約を締結しており、監査等委員である取締役を含む被保険者の取締役の損害を当該保険契
約によって塡補することとしております。宮地理子氏が監査等委員である取締役に就任し
た場合、同氏は当該保険契約の被保険者に含められることとなります。

5. 宮地理子氏が監査等委員である取締役に就任した場合には、東京証券取引所の定めに基づ
く独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定であります。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　上
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地図Ｂ案

見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。

株主総会会場ご案内図
東京都立川市錦町三丁目3番20号
たましんRISURUホール（立川市市民会館）小ホール

北口

南口

ホテル

たましん
RISURUホール
　　 （立川市市民会館）

子ども
未来センター

すずらん通り

やすらぎ通り

立川南通り

立　
川
　
　
通

　
　
　
り

多摩モノレール
立川南駅

JR立川駅

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＪＲ立川駅南口より、すずらん通りを直進。徒歩13分
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　多摩モノレール立川南駅より、立川南通りを直進。徒歩13分

なお、誠に恐れ入りますが、駐車場は台数に限りがございますので
最寄りの交通機関をご利用くださいますようお願い申しあげます。


